
滋賀医科大学医学部附属病院では、患者さんと医療提供者が診療情

報を共有することによって、両者の良好な関係を構築し、より質の高

い医療を提供することを目的に、ガイドライン等を整備し、平成11年

9月1日から、診療諸記録の開示を開始しています。

また、平成12年5月17日からは、範囲を限定し、一定の条件を付した

うえでご遺族に対しても診療諸記録の開示を行うことにいたしました。

詳細については、担当医師にご相談いただくか、受付相談窓口まで

お問い合わせください。
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●開示の対象者
患者さん本人が原則であるが、場合によっては法定代

理人およびプライマリー・ケアギバー（実質的に患者

さんのケアを行っている親族またはそれに準ずる者）も

対象とする。

亡くなられた方の場合は、相続人や２親等以内の方を

対象とする。

●開示する診療諸記録の範囲
診療を目的として本院の医療従事者が作成した記録を

対象とする。

（診療録、看護記録、処方箋、検査記録、検査結果報告

書およびＸ線フィルムなどの画像診断フィルム等）

●開示申請
「診療諸記録開示申請書」に必要事項を記入し、医事課

医事係に提出すること。

（開示の対象者としての資格を有することを証明するも

のを持参し、提示すること。）

申請書を受理した日から15日以内に「開示」、「一部開

示」、「不開示」を決定し、開示申請者に通知する。

（開示する場合は、開示の日時等について関係者と調整

のうえ決定する。）

●不開示とする場合
１．患者さん本人が内容を理解し合理的に判断するこ

とができない状態にある場合。

２．開示によって、患者さん本人あるいは第三者の不

利益になると考えられる場合。

３．患者さん本人が開示を拒否する意思を明確にして

いる場合。

４．ご遺族の一部が開示を望まない場合。

●開示の方法
「閲覧」、「複写」、「閲覧および複写」とする。

開示には必要に応じて医師等が立ち会い、申請者の求

めがあれば内容を説明する。

●複写料金
診療録等　　　　１枚につき 20円

Ｘ線等フィルム　１枚につき 790円（半切）

660円（大角）

560円（大四ツ切）

470円（四ツ切）

360円（六ツ切）
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